
○豊田市不良な生活環境を解消するための規則 

平成２８年３月３０日 

規則第３号 

改正 令和２年１２月２４日規則第１３７号 

令和３年３月２５日規則第２０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、豊田市不良な生活環境を解消するための条例（平成２８年条例第２

号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（動物の種類） 

第２条 条例第２条第４号の規則で定める動物は、犬及び猫とする。ただし、動物の愛護

及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）第１０条に規定する第一種動物取

扱業又は同法第２４条の２の２に規定する第二種動物取扱業を営む者により飼育されて

いるものを除く。 

（費用の負担を要しない場合） 

第３条 条例第９条第３項及び第１５条第４項の規則で定める場合は、不良な生活環境が

生じたことについて、これらの規定により費用を負担すべき者の責めに帰すべき事由が

ないと市長が認める場合とする。 

（費用の算定基準） 

第４条 条例第９条第４項（条例第１５条第５項において準用する場合を含む。）の規則

で定める算定基準は、次の各号に掲げる費用について、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。次号において

「法」という。）第２条第２項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分に要する

費用 豊田市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成５年条例第３号）別

表に定める手数料の額に相当する額 

（２）法第２条第４項に規定する産業廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用 当該

収集、運搬及び処分の委託に要する費用の額 

（３）特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号）第２条第５項に規定する

特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等（同法第２条第３項に規定す



る再商品化等をいう。）に要する費用 当該収集及び運搬並びに再商品化等の委託に

要する費用の額 

（４）撤去し、又は移動する物（前３号に掲げるものを除く。）の運搬に要する費用 

当該運搬の委託に要する費用の額 

（５）撤去する物（第１号から第３号までに掲げるもの及び動物を除く。）の保管に要

する費用 当該保管の委託に要する費用の額 

（６）動物の引取りに要する費用 豊田市手数料条例（昭和４７年条例第２号）別表第

３第９３号に定める手数料の額に相当する額 

（７）草刈り又は樹木の枝の切除に要する費用 当該草刈り又は樹木の枝の切除の委託

に要する費用の額 

（８）その他の費用 実費の額 

（身分証明書） 

第５条 条例第１４条第３項、第１５条第２項及び第１８条第２項に規定する証明書は、

身分証明書（別記様式）によるものとする。 

（審議会の会長） 

第６条 条例第１６条第１項の豊田市不良な生活環境を解消するための審議会（以下「審

議会」という。）に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその

職務を代理する。 

（会議） 

第７条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長を務める。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は

説明を聴くことができる。 

（会議の特例） 

第８条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を



送付し又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。以下同じ。）を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもっ

て会議の議決に代えることができる。 

２ 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。

この場合において、同条第２項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「の出

席がなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答が

なければ成立しない」と、同条第３項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録

により回答のあった委員」と、同条第４項中「会議に出席させ」とあるのは「審議に参

加させ」と読み替えるものとする。 

（審議会の庶務） 

第９条 審議会の庶務は、環境部環境保全課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年１２月２４日規則第１３７号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市不良な生活環境を解消するための規

則の規定は、令和２年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年３月２５日規則第２０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 




